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（午前１０時３０分  開会） 

○宮本男女平等参画担当部長  それでは、定刻となりましたので、これより令和６年度第

１回女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議を開会いたします。  

  本日は、お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。東京都男女平

等参画担当部長の宮本でございます。皆様におかれましては、日頃より男女平等参画推

進、女性の活躍推進に都と連携して取り組んでいただいておりますことに、改めて感謝

申し上げます。  

  本日は委員改選後初めての開催となります。会議の進行をしていただく座長につきま

して、後ほど委員の互選により選任いただきますので、よろしくお願いいたします。  

  次に、本年４月１日付で事務局に人事異動がございましたので、ご報告をさせていた

だきます。  

○平澤男女平等参画課長 男女平等参画課長に着任いたしました平澤と申します。日頃よ

り、皆様におかれましては、東京都の男女平等参画、そして女性の活躍につきましてご

協力、ご理解、そして皆様方におかれましてのご尽力を賜りまして、感謝申し上げます。

本日は、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。よろしくお願いい

たします。  

○池野谷女性活躍推進担当課長  ４月より女性活躍推進担当課長に着任いたしました、池

野谷と申します。女性活躍推進に係る事業を主に担当しております。どうぞよろしくお

願いします。  

○宮本男女平等参画担当部長  では、議事に先立ちまして、事務局よりご連絡を申し上げ

ます。  

  本日の会議はオンラインで実施しております。ご発言の際は、座長の指名を受けてか

らお願いいたします。また、ハウリングや雑音防止のため、ご発言時以外はマイクをミ

ュートにしていただきますようお願いいたします。会議の途中で画面が映らない、音声

が聞こえないなどの問題が生じました場合には、一旦会議からご退出いただきまして再

入室をお試しください。再入室をなされても改善しない場合には、恐れ入りますが、事

務局に電話をかけていただきますようお願いいたします。  

  次に、委員のご紹介をいたします。画面上の委員一覧をご覧ください。  

  本会議の委員につきましては、本年９月３日付で２年間の任期で委嘱をさせていただ

いております。各委員のご紹介につきましては、時間も限られておりますので、恐縮で
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ございますが、この画面共有をしております出席者名簿をもちましてご紹介に代えさせ

ていただきます。  

  なお、本日の会議には、事務局以外にもオブザーバーとして産業労働局、福祉局が参

加しております。  

  次に、本会議の公開、非公開についてご案内申し上げます。  

  本会議は、要綱第１０に基づき、原則公開で行うものと定めてございます。ただし、

座長の決定により非公開の取扱いとすることができると記載されてございますので、座

長選任の後に改めて決定するまで公開とさせていただきます。  

  また、同規程２により、議事録は全文、氏名入りでホームページで公表したいと存じ

ます。事務局で作成いたしました議事録案につきまして、後日、発言者の皆様にご確認

させていただきます。個人情報に係る事項等がある場合には、発言者及び座長と相談い

たしまして、適切に対応をして、最終的な確認は座長にご一任ということにさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

  次に、議事の流れについてご説明いたします。  

  まず、委員の皆様の互選により座長をご選任いただいた後、次のとおりの議事に入り

ます。まず、議事の一つ目が男女平等参画推進総合計画の取組状況について、これにつ

いては事務局及びオブザーバーからご説明いたします。議事の２の報告事項につきまし

ては、東京都の男女平等参画課が参加してございます男女共同参画に関する国際会議に

ついて、事務局からご報告いたします。議事の３の意見交換におきましては、委員の皆

様方からご発言をいただきたく存じます。  

  それでは、座長をご選任していただきます。要綱の第７の２に基づきまして、座長は

委員の皆様の互選により選出していただくこととなってございます。ご意見、ご推薦が

ございましたらお伺いしたいと存じますが、いかがでしょうか。Ｔｅａｍｓの挙手機能

を使って挙手をお願いいたします。  

  高山委員、お願いします。  

○高山委員 名簿の３２番におります東京ボランティア・市民活動センターの高山と申し

ます。これまでの経過もありますので鹿嶋委員にお願いしたらどうかと思いますが、い

かがでしょうか。  

○宮本男女平等参画担当部長  ありがとうございます。  

  ただいま高山委員から鹿嶋委員を座長にご推薦というご発言がございました。委員の
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皆様、いかがでしょうか。異議のない方はモニター越しに大きくうなずいていただけま

すでしょうか。  

（異議なし）  

○宮本男女平等参画担当部長  それでは、ただいまご推薦のありました鹿嶋委員に当期の

当会議の座長をお引き受けいただきたいと思います。鹿嶋委員、お願いできますでしょ

うか。  

○鹿嶋委員 よろしくお願いします。  

○宮本男女平等参画担当部長  ありがとうございます。  

  ここからは鹿嶋座長に進行をお願いしたいと存じますが、まず要綱第７の４の規定に

基づきまして、座長に事故があった場合の職務代理を委員の中から指名していただくこ

とになってございます。あわせて、鹿嶋座長、よろしくお願いいたします。  

○鹿嶋座長 どうぞ皆さん、よろしくお願いします。  

  職務代理ですが、大沢委員を指名したいと思います。大沢委員、よろしいでしょうか。 

○大沢委員 はい。よろしくお願いいたします。  

○鹿嶋座長 どうぞよろしくお願いします。  

  では、まず本会議の公開についてですが、本日の議題につきましては、このまま公開

で進めて問題ないと思いますけれども、よろしいでしょうか。うなずいていただければ

結構ですので、どうでしょうか。  

（異議なし）  

○鹿嶋座長 ありがとうございます。  

  説明に対するご意見や質問等々があれば、後にご発言いただければと思います。ご質

問への回答は、意見交換の後、事務局よりまとめてお願いします。  

  では、早速議題に入ります。  

  まず、議題の１です。男女平等参画推進総合計画の取組状況について、事務局からの

説明をお願いします  

○平澤男女平等参画課長  では、ここからは事務局の男女平等参画課長、平澤からスライ

ドに基づいて説明を行わせていただきます。  

  まず、本会議、女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議についてでございます。こちらの会

議に関しましては、総合計画を着実に推進し、その実効性を確保するために、具体的な

数値目標を設定するとともに、都の男女平等参画の状況に関する調査、情報収集及び分
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析を行い、その達成状況を、第三者機関を設置して把握するということを計画の中に定

めてございます。その第三者機関が本会議に当たるものでございます。スライドには、

その要綱にも本会議の第三者機関としての役割を追記したところを表示させていただい

てございます。  

  続きまして、東京都男女平等参画推進総合計画について説明をさせていただきます。  

  スライドの上部、白丸の一つ目、計画の位置づけでございます。本計画は、二つの法

律に基づいて二つの計画で構成されております。一つ目が、女性活躍推進法に基づきま

して「東京都女性活躍推進計画」、もう一つが、配偶者暴力防止法に基づきまして「東

京都配偶者暴力対策基本計画」でございます。その下の計画期間でございますが、令和

４年から令和８年までの５か年となってございます。  

  資料の中段にございますが、目指すべき男女平等参画社会のあり方として、働き方改

革など様々な法制度の整備が進む中、社会の「仕組みづくり」を着実に進めていく必要

がございます。一方で、社会に根強く残る意識が仕組みの活用を阻むというところがご

ざいますので、人々の行動変容につながる「意識改革」に特に重点を置いて取り組むと

いうところがこの計画の特徴というところになってございます。  

  その下でございますが、計画の基本的な考えと三つの柱をまとめてございます。三つ

の柱に関しましては、まず左側の第１の柱、ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場

における女性の活躍推進、そして真ん中ですけれども、第２の柱、男女平等参画の推進

に向けたマインドチェンジ、そして右側、第３の柱として配偶者暴力対策、男女間のあ

らゆる暴力を根絶するという、この三つの柱でこの計画は構成されてございます。本日

につきましては、この第１の柱であるライフ・ワーク・バランスの実現と働く場におけ

る女性の活躍推進におきまして、現況と取組の状況というところを皆様にご報告したい

と考えております。  

 では、現況について、データ等を用いてご説明させていただきます。  

  まず一つ目が、各分野における女性の参画でございます。  

  世界経済フォーラムが毎年発表しているジェンダーギャップ指数におきましては、日

本は１４６か国中１１８位、特に政治・経済の分野における女性参画の遅れが順位を引

き下げる要因となっています。しかし、経済分野におきましては、右のグラフになりま

すが、環境の整備などによりまして都内事業所の女性管理職の比率は徐々に増加してお

ります。特に女性役員につきましては、内閣府が公表しました第５次男女共同参画基本
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計画におきまして、２０２５年までに東証プライム市場上場企業役員に占める女性の割

合を１９％にするという目標を設置しまして、これに向けて各企業が取組を行った結果

というふうに考えてございます。  

  次に、育児と介護等との仕事の両立についてでございます。  

  近年、育児と介護を男女で分担して行えるように、意識改革や企業の環境整備が進ん

でまいりました。しかし、都が令和５年度に実施しました男性の家事・育児実態調査で

は女性の家事・育児の時間は男性より５時間２６分長いという結果になっておりまして、

いまだに女性に負担が偏っているという結果になってございます。  

  グラフでございますが、左側は、第１子出生年別に見た第１子出産前後の女性の就業

変化を示しています。就業継続を示す部分はグラフ下部の濃い緑と黄緑の部分になって

おりますが、第１子出産前後に就業する割合は、２０１０年以降、特に増加をしてきて

はおりますが、いまだに３割近い女性が出産を機に離職しているということが分かりま

す。  

  また、右のグラフは、介護・看護を理由とした男女の離職数を示しております。２０

１７年までは減少傾向でございましたが、最新の調査では男女ともに増加している結果

となっております。各企業では育児・介護などに関する環境整備を進めているところで

ありますが、より多くの人が制度を活用できるように、さらに周知を図っていく必要が

あるというふうに認識しております。  

  続きまして、女性の就業率についてです。  

  左側のグラフは、年齢階級別の女性の労働力人口比率を示しています。出産・育児を

迎える３５歳から４４歳の年齢階級の女性の労働力率が低下し、子育てが落ち着く４５

歳以上の年代で再度労働力率が上昇する、いわゆるＭ字カーブですけれども、この底と

いうものは年々浅くなってきておりまして、女性の就業継続の状況は改善してきている

ということが分かります。  

  右側のグラフは、年齢別の男女の非正規雇用の率を示しております。年齢別非正規雇

用率では、男性は２５歳から４５歳までの大体１０％から１５％の水準であるのに対し

まして、女性は２５歳から３４歳の２４．６％を底といたしまして、年代区分が上がる

ごとに非正規職員、非正規雇用労働者の比率は上昇するということを示しております。

先ほどの一つ前のスライドでは出産・育児・介護などを理由とした離職率がいまだに多

いということが示されておりましたが、このグラフでは、特に女性のほうがこの出産等
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を事情に離職した後、再び正規職員として働くことが困難な状況にあることを示してお

ります。  

  続きまして、多様な働き方でございます。  

  出産・育児・介護などのライフイベントと仕事を両立させていくためには、多様な働

き方を実現するための環境整備が重要となります。  

  左側のグラフは、この多様な働き方を実現するために従業員が必要であると考える制

度を示しています。一方で、右側は、都内事業所において実際にそういったような制度

の導入状況を示しています。左側のグラフの中で上位になっております半日や時間単位

の有給休暇、あるいは時短勤務といったものは、右側のグラフの中でもおよそ８割の事

業所がもう既に導入をしております。一方で、左側のグラフの上位にあるテレワークや

フレックスタイムといった制度に関しましては、右側のグラフの中でまだ５０％前後あ

るいは下回るというような状況でございまして、現状テレワークを導入している事業所

というのはまだ十分ではないという状況でございます。  

  現状に関する説明は以上でございます。  

○鹿嶋座長 ありがとうございました。  

  今の説明にあるように、男女平等、要するに女性労働に関するいろんな矛盾点という

のがかなり出てきているということがデータからはっきり分かると思っております。後

ほどこの内容についても議論したいと思っています。  

  労働力のＭ字カーブの底も少し女性は上がってきているとはいうんですが、男性に比

べればがたんと落ち込んでいることは確かですね。それをどうするかというのも課題だ

と思っております。  

  次は、東京都の取組の報告をしてもらいます。まず、生活文化スポーツ局の取組につ

いて、事務局から説明をお願いします。  

○平澤男女平等参画課長  それでは、引き続き平澤から報告をいたします。  

  本日は、東京都の取組として、今スライドにお示ししております三つの事項について

報告をいたします。まず、０１の女性の登用促進に向けた取組について、生活文化スポ

ーツ局の取組をご報告いたします。  

  まず、都の審議会等における女性委員の任用率でございます。都では政策や方針の決

定過程における男女平等参画を促進するために、審議会における女性委員の任用率向上

に取り組んでおります。これまでの取組でございますが、平成２９年３月に公表いたし
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ました「東京都女性活躍推進計画」の中で審議会等における女性委員の任用率３５％を

早期達成することを明記しておりまして、各局でそれに向けて取り組んできたところで

はございますが、医療分野や特に救急医療に関わる分野、またハード系と言われる分野

などについては女性が少ない状況、あるいは関係機関を代表する方に女性が少ないとい

う状況もございまして、選任に苦慮しているという状況が見られております。  

  そこで、任用率向上に向けた取組を充実させるということで、さらに高い目標を掲げ

ることにより都庁全体で女性の任用率促進に向けた取組を開始いたしました。具体的に

は、令和２年度に、女性の登用を加速させるため令和４年度末までに４０％以上を達成

するという目標を設定いたしました。そして、取組といたしまして、一つ目には各審議

会において令和４年度末までにどういった任用促進を行うかという計画を策定するこ

と、そして二つ目、女性委員任用促進に向けて管理職を対象とした研修を実施すること、

そして三つ目はＴＯＫＹＯ会議などで民間団体への協力を呼びかけること、そして四つ

目は委員の選任の資料となるように、国の審議会などの委員データベースを紹介するな

どして人材情報を提供すること、これらの取組を実施いたしました。  

  さらに令和４年６月には、女性参画をより一層加速させるために東京都男女平等参画

基本条例を改正いたしまして、委員構成を男女いずれの性も４０％以上とするというク

ォーター制を導入するなど、令和４年度末までに４０％以上という目標を達成できるよ

うに取り組んでまいりました。  

  これらの結果、審議会の全体の女性委員の任用率は令和４年８月１日時点で４０．７％

となり、目標を前倒しで達成するとともに、令和５年度では４５．７％と順調に増加傾

向となっているところでございます。各団体の皆様におかれましても、あらゆる分野で

女性に幅広く活躍していただくため、引き続き女性の登用を積極的にお進めいただけれ

ばと考えてございます。  

  続きまして、女性活躍推進大賞を紹介いたします。  

  女性活躍推進におきましては、全ての女性が意欲と能力に応じて多様な生き方が選択

できる社会の実現に向けて、女性の活躍推進について優れた取組を行っている企業や団

体などを表彰しまして、その取組内容を広く普及することで女性活躍の機運醸成を図っ

ております。令和５年度におきましては、女性採用人数の拡大や社員の成長を促す環境

づくりにより塗装業界での女性活躍を実現した佐藤興業株式会社や、産前産後の女性に

寄り添う「産後ドゥーラ」の養成や、「産後ドゥーラ」が活躍できる雇用の場を創出す
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るなどをした、一般社団法人ドゥーラ協会などが受賞をしております。  

  今年で開始１１年目を迎える本事業でございますが、年々、応募団体の数も増えてき

ております。今年度につきましては、事業部門、地域部門、合わせて７０を超える団体

からご応募いただいている状況でございます。近年は幅広い業種や業界から応募を多く

いただいているところでございまして、企業内にとどまらず社会全体の女性活躍に寄与

する取組なども増えてきたところでございます。ＴＯＫＹＯ会議の皆様につきましても

広報にご協力いただきまして、この場を借りまして御礼申し上げます。  

  今年度の大賞につきましては現在選考を行っておりまして、１２月に受賞者の発表、

来年１月には贈呈式を予定しております。贈呈式には、各企業が取り組む際のご参考と

していただけるように、様々なメディアを活用して団体の取組を広く発信してまいりま

す。令和５年度は日本経済新聞に受賞企業の取組を掲載するほか、ウェブニュースやテ

レビ番組でも取り上げられております。今後も、各受賞団体の取組に関する広報を積極

的に行うことで、社会全体の女性活躍の機運を高めることに努めてまいります。  

  当局からの報告は以上でございます。  

○鹿嶋座長 ありがとうございました。  

  続きまして、柔軟な働き方の普及及び定着に向けた支援、それについて産業労働局よ

り説明をお願いします。  

○阿久澤産業労働局労働環境施策担当課長 産業労働局の雇用就業部、阿久澤と申します。

よろしくお願いいたします。  

 それでは、早速ご説明させていただきます。  

  柔軟な働き方の普及及び定着に向けた支援といたしまして、私ども産業労働局の雇用

就業部では主に三つの取組を実施してございます。  

  まず１点目が、東京の未来の働き方推進事業でございます。こちらにつきましては、

新たな働き方を推進する企業の登録制度でございますとか、テクノロジーを活用した先

進的な企業への表彰制度をつくりまして、未来の働き方を推進するという事業でござい

ます。詳細な内容としましては、下にございますとおり東京サステナブルワーク企業の

登録でございまして、残業の少ない働き方などの働き方改革に積極的に取り組む企業を

「サステナブルワーク企業」「プレサステナブルワーク企業」として登録するものでご

ざいます。登録に当たっては、右側のロゴ「みらワカ」というロゴを使用してＰＲを進

めているところでございます。  
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  また、下に参りまして、「Ｔｏｋｙｏ  Ｆｕｔｕｒｅ  Ｗｏｒｋ  Ａｗａｒｄ」の表彰で

ございます。こちらは、東京サステナブルワーク企業に登録されまして、テクノロジー

を活用した「未来の働き方」を実現する企業を表彰しまして賞金を授与するものでござ

います。また、このほかに、こちらには今回ございませんが未来の働き方フォーラムと

いうものを開催しまして、多様な働き方やデジタルを活用した働き方改革に関するフォ

ーラムを開催するものでございます。こちらも併せて実施しておりまして、東京の未来

の働き方に関する機運の醸成を図っているところでございます。  

  また、これに加えまして多様な働き方の実現に向けた専門家派遣でございますとか未

来の働き方コンサルティングも実施しておりまして、これらを合わせまして東京の未来

の働き方を推進しているところでございます。  

  次に、２点目の事業でございまして、育児・介護との両立のためのテレワーク導入促

進事業でございます。  

  こちらは、育児・介護と仕事の両立支援を契機としたテレワークの導入を促進するた

め、テレワーク環境の構築でございますとか就業規則の見直しなどに係る経費を助成す

るという事業でございます。内容としましては下の四角囲いのところでございます。  

  １点目が導入経費の助成です。対象の経費といたしましては、テレワークの環境の構

築の経費でございますとか就業規則の見直し等に係る経費でございまして、助成額は機

器整備に関しましては上限が８０万円でございます。助成率が２分の１。この２分の１

というのは、常用雇用者が３０から３００人企業の場合でございまして、２人から２９

人の企業の場合は上限が３０万円で助成率が３分の２となるところでございます。また、

制度整備等に関しましては、２０万円の定額で助成しているところでございます。  

  また、２点目が専門家の派遣でございまして、規定の整備に当たり社会保険労務士を

派遣するものでございまして、最大３回までというところでございます。  

  次に、３点目の事業でございますが、右に参りましてライフ・ワーク・バランスＥＸ

ＰＯ東京の開催でございます。こちらは、誰もがいきいきと働ける職場環境の実現を目

指して、企業や従業員の方々を対象にライフ・ワーク・バランスについて考えていただ

くというイベントでございます。内容としましてはライフ・ワーク・バランス推進に関

する総合展を開催するというものでございまして、東京ライフ・ワーク・バランス認定

企業の認定状の授与式でございますとかパネルディスカッション、多様な団体・企業の

出展でございますとか、ニーズ・課題に即した先進技術や支援ツール等の展示を行って
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いるものでございまかす。また、認定企業が取組の成果を発信する来場者との交流会も

実施しておりまして、総合的な交流のイベントというところでございます。  

  以上、３点を実施してございます。  

  説明は以上でございます。  

○鹿嶋座長 ありがとうございました。  

  続いて、妊娠・出産・子育てに対する支援について、福祉局の取組に関する説明をお

願いします。  

○谷山福祉局子供・子育て支援部調整担当課長  福祉局子供・子育て支援部の谷山と申し

ます。  

  私からは、妊娠・出産・子育ての支援に対する取組として、現在、福祉局で実施して

おります「とうきょうママパパ応援事業」についてご説明をさせていただきます。  

  この事業は、全ての子育て家庭に対して妊娠期から行政の専門職が関わることにより、

出産・子育てに関する不安を軽減するとともに、各家庭のニーズに応じた支援を切れ目

なく行うことで、妊婦、乳幼児とその保護者の心身の健康の保持と増進を図ることを目

的としていますが、こういった取組を行う区市町村を支援する、区市町村に対する補助

事業として実施してございます。  

  資料には１０の補助メニューを掲載しておりますが、必ず実施しなければならない事

業と区市町村が任意に選択できる事業とに分かれてございます。  

  必須事業といたしましては、黄色く塗ってある部分ですけれども二つありまして、保

健師等による妊婦の全数面接と育児パッケージの配布になります。妊婦に対して面接を

行うことで心身の状態や家庭の状況などを把握し、母子保健サービスの情報提供を行っ

たり、必要に応じて母子保健の関係機関の担当につないだりといったことを行ってござ

います。面接を受けた妊婦には、育児パッケージとして１万円分の子育て用品等を配布

してございます。  

  任意事業といたしましては、まずは資料の下のほうになりますが、③出産・子育て応

援交付金事業として伴走型の相談支援を行ってございます。妊娠期、出産後に区市町村

が子育て世帯等を対象に面接を行うということを支援しております。  

  主に出産後の支援としては、資料の上側をご覧いただいて、④の産前・産後サポート

事業として妊産婦や父親への相談支援といったものを実施してございます。  

  ⑤の産後ケア事業では、出産後１年以内の母子等に対して心身のケアや育児のサポー
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ト等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保しています。この事業では、

医療機関への短期入所や通所、助産師等による居宅訪問などを行ってございます。  

  ⑥の産婦健康診査事業では、産婦健診に関わる費用を助成しております。産婦健診は、

産後２週間、産後１か月など出産後間もない時期の産婦に対して、母体の回復、授乳状

況だけでなく精神状態の把握を行う健康診査で、産後鬱や新生児の虐待予防にも資する

取組となってございます。  

  続きまして、資料の右側にあります⑦のバースデーサポートですけれども、こちらは

１歳または２歳を迎える子供を育てる家庭に対して６万円から７万円の育児パッケージ

を配布してございます。１歳及び２歳前後は法定の乳幼児健診の間隔が長くなるため外

部の目が入りづらい時期であることから、１歳または２歳の誕生日を目安として家事・

育児パッケージとして子育て用品等を配布し、子育て家庭の状況を把握する機会を創出

してございます。  

  ⑧の産後家事・育児支援では、３歳未満の子育て家庭に対して家事育児サポーターを

派遣し、産後の家事や育児の支援を行っております。  

  ⑨の多胎児家庭支援事業では、３歳未満の多胎児がいる世帯への支援になります。同

時に二人以上の妊娠・出産・育児をすることに伴う身体的・精神的負担や、外出の不自

由等の多胎児家庭特有の困難に対して支援を行い、多胎児家庭が安心して子育てできる

よう環境を整備することを目的に、移動支援や家事・育児支援等を実施しております。  

  ⑩の家事育児サポーター人材育成では、家事・育児支援を実施する人材が子育て家庭

に寄り添った適切な支援を行えるよう、研修などを実施する区市町村の取組を支援して

おります。  

  このように、妊娠・出産・子育て支援に取り組む区市町村を支援することで、東京都

といたしましては子育て家庭に対して切れ目なく包括的な支援を実施しているところで

す。  

  私からの説明は以上になります。  

○鹿嶋座長 ありがとうございました。続きまして、次第の２、報告事項に入りたいと思

います。事務局から報告をお願いします。  

○平澤男女平等参画課長  では、報告事項につきましては、生活文化スポーツ局の平澤か

ら報告をさせていただきます。  

   こちらにございますＣＨＡＮＧＥという会議体のバルセロナで開催した年次総会に
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参加してまいりましたので、この場をお借りしまして報告をさせていただきます。  

  まず、ＣＨＡＮＧＥについてでございます。資料の一番上のところにございますが、

ＣＨＡＮＧＥとは「Ｃｉｔｙ  Ｈｕｂ  ａｎｄ  Ｎｅｔｗｏｒｋ  ｆｏｒ  Ｇｅｎｄｅｒ  Ｅ

ｑｕｉｔｙ」という略称でＣＨＡＮＧＥと呼んでおりますが、令和２年にロサンゼルス

市の呼びかけにより創立された「男女共同参画のための都市間ネットワーク」でござい

ます。こちら本ネットワークの目的が上から３番目に書いておりますが、こちらに書か

れておりますとおりジェンダーに基づく不公平などに関する各都市の取組を共有すると

いうことで、対策の促進を図っていくというものでございます。  

  その下の活動のところにございますがワーキンググループがございまして、①が女性

に対する暴力、②に介護／子育て、③データ分析というところで、この三つのワーキン

ググループをつくって活動をしているという状況でございます。これまでは、コロナの

影響がございましてメールやオンライン会議などでの情報共有という範囲にとどまって

おりましたが、今年度初めて複数日程の対面による年次総会をバルセロナで開催いたし

ましたので、この内容が各団体の皆様の活動の参考になればというふうに考えまして、

今回、報告事項として報告させていただくものでございます。  

  年次総会に関しましては、日程としては２日半の日程で行われ、実務者レベルの担当

者が集まって取組状況を報告するといったような会議でございまして、東京都も加盟都

市として参加したものでございます。スライドの左下に年次総会の内容も記載してござ

います。本日は時間の限りもございますので、ポイントを絞って報告をさせていただけ

ればと考えております。  

  まず、各都市からの取組の報告でございます。１２都市が今回は参加いたしましたが、

その中で主立ったものを記載してございます。  

  まず、東京都からは東京ウィメンズプラザでの活動の状況、東京都の補助金のセーフ

ティネット交付金、加害者プログラムを紹介させていただきました。  

  ほかの都市でございますが、バルセロナに関しましては、市の全ての業務にジェンダ

ーの概念を取り込む条例を制定したというようなことや、市の職員６，０００名に対し

て都市計画にジェンダー平等の考え方を取り入れるための研修を行ったというような報

告がございました。  

  ロサンゼルスやケソン、ケソンというのはフィリピンの都市です、そのほかメキシコ

シティーやレンカ、レンカはチリの都市でございますが、それらの都市からはジェンダ
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ーに基づく暴力、いわゆるＤＶに関して殺人につながるケースが多いといった都市の社

会的な特徴もございまして、警察や弁護士と連携したＤＶ対策センターを運営している

といったような報告がございました。  

  そのほか、こちらの記載につきましては、後ほど資料などもご確認いただければと考

えてございます。  

  続きまして、ワーキンググループに関する報告でございます。  

  まず、①の女性に対する暴力でございますが、バルセロナでは、男性センター（Ｐｌ

ｕｒａｌ）という施設を運営しておりまして、そこを視察して活動内容を確認してまい

りました。配偶者暴力の加害者に向けて法的なアドバイスをするということで、施設に

は弁護士が常駐しておりまして法的なアドバイスをしているところでございました。ま

た、この施設では、ジェンダーの問題に男性をより参画するように普及啓発の事業など

も行っているというところでございました。  

  ②の介護や子育てでございますが、バルセロナにあるケアセンター（Ｂａｒｃｅｌｏ

ｎａ  Ｃｕｉｄａ）を視察してまいりました。こちらでは、子供の介護や高齢者の介護、

障害者の介護なども含めて介護に関するあらゆる情報を１か所に集約しており、相談の

受付なども行っておりました。また、スペインは尊厳死が合法化されておりますので、

そちらに関連しまして遺族の相談なども受け付けているというところが特徴的なところ

でございます。  

  ③のデータ分析でございますが、こちらのワーキンググループはまだまだこれから活

動を行っていくという状況でございまして、都市の設計や人口動態など、どのようなデ

ータを収集すればどのように活用できるかということを今検討を行っているという状況

でございます。今後、各都市からデータを収集して、ＡＩなどを活用して都市政策を提

言するようなツールキットなども構築していきたいという報告がございました。  

  続きまして、このＣＨＡＮＧＥの年次総会に併せてスペインでの情報収集、視察など

も行ってまいりましたので、この場を借りて報告をいたします。  

  まず１点目、有識者（大学教授）へのインタビューでございます。  

  スペインの状況について、ジェンダーに基づく暴力を専門として、日本でも講演など

を行っている大学教授にインタビューを行いました。スペインあるいはヨーロッパでも

ＤＶの件数などは増えている状況でありますが、それは制度の充実により潜在化してい

たＤＶが顕在化してきていると捉えているということでした。その一方で、被害者女性
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については接近禁止命令などで近づけないため、その女性との子供に対する暴力などが

増えてきている、あるいは移民などが多い都市に関して外国人女性に対する暴力が増え

てきていることが課題だというようなお話がございました。  

  ②でございます。スペインの国家警察の視察もしてまいりました。スペイン国家警察

ではジェンダーに基づく暴力のリスク評価システムを構築しておりまして、リスクが高

い加害者・被害者に関しては、それぞれ端末を渡して、加害者が被害者に接近すると端

末でその接近を知らせるといったシステムを導入しているといったことを聞いてまいり

ました。  

  最後に、③番、マドリード市役所でございます。こちらはジェンダー平等局という局

を設置しておりまして、各局に対しましてコーディネーターを配置し、ジェンダーに関

して計画を策定して、その計画の実施に向けた助言をする、あるいは計画の達成状況を

監視するといった取組を行っているという報告がございました。また、マドリード市の

各地区の中に平等スペースというものがございまして、ＤＶの相談や各地区の女性活躍

の取組などを行っているという報告がございました。  

  報告事項は以上でございます。  

○鹿嶋座長 ありがとうございました。  

  皆さんから説明を受けましたので、今度は私どもの意見交換に入りたいと思います。

各団体の取組や今までの説明にありました東京都の取組に対するご意見、それからＴＯ

ＫＹＯ会議の今後の方向性に対するご意見などをいただければと思っております。  

  発言される方は、画面上にある手挙げのボタンを押して挙手してください。発言時は

マイクをオンにして、発言後はミュートを忘れずにしてください。また、発言後は再度

手挙げボタンを押して、手を下げていただくようお願いいたします。  

  どなたに発言していただくか、私のほうで指名させていただきますので、よろしくお

願いします。  

  ではまず東京都医師会の大坪委員。どうぞ。  

○大坪委員 東京都医師会の大坪です。よろしくお願いします。  

  私は女性活躍推進大賞で審査員をさせていただいているんですけれども、非常に企業

の意識の高まりというのが出ていますので、とてもこれはよい取組だなというふうに思

っています。ただ懸念事項としては一つ、この大賞のために押しつけ的なものがちょっ

とあって、男性が逆に大変になってしまうんではないかなというような企業がちらほら
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あったのはちょっと気になるところです。ただ、企業としての取組推進にはとても一役

買っているかなというふうに思っています。  

  それから、資料のライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍推進

という３番のところの女性の就業率のグラフ、Ｍ字のグラフのところのことでちょっと

質問なんですけれども、労働力で女性のＭ字で下がるところがありますよね。その後に、

今度、右側のグラフで見ると非正規雇用率というのが女性のほうがどんどん上がってい

くというのを見ると、これはこのＭ字で１回下がったところで一度仕事を辞めてしまっ

ているというふうに考えればよろしいんでしょうか。１回仕事を辞めてしまって、結局

その後、非正規雇用のほうに行くので、いざ再就職をしようとすると非正規雇用になっ

てしまうというふうに考えればよいんでしょうか。そうすると、最初に仕事を辞めずに

済むように普及とかそういったので何とかやり過ごしてというか頑張って過ごしていた

だいて、そうすると正規雇用というのが続けられるのかどうかというのをちょっと思っ

たんですけれども、その辺、あったら教えていただきたいです。  

  以上です。  

○鹿嶋座長 これは後ほどで事務局から説明してもらいます。私の知っている限り、この

Ｍ字カーブのボトムである３５歳から３４歳は、ボトムが少しずつ上がってきているん

ですね、この２年間で。ただ、非正規雇用で再就職するというような形も多いですし、

その辺りは今おっしゃったような形で今後の課題だと思っております。  

  事務局のほうから、説明をお願いします。  

○平澤男女平等参画課長  このスライドについては私平澤から説明をさせていただいたと

ころでございます。  

  大坪委員がおっしゃったことは基本的にそのとおりでございまして、雇用継続をする、

できる限り正規の形で継続をすることにより、この右側のグラフのカーブの上昇を抑え、

非正規の割合を減らすというところがございます。それと併せて左側の雇用と就業とい

うところの状況も継続されれば、この最後に６５歳以上で大きく下がっているところの

下がり方が少しでも緩和されることはあるかと思っております。そこについては先ほど

産業労働局からご報告させていただいた、就業を継続するための取組と併せまして、こ

の退職に至る原因となっている出産・介護に対して、福祉局からご報告させていただい

た出産に対するサポートや介護などをサポートすることをもって、できる限り就業を継

続していただくということに、東京都としても問題意識を持って施策に取り組んでいる
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状況でございます。  

○鹿嶋座長  この問題はやはり固定的な性別役割分担意識がかなり作用しているんです

ね。これが改善するかというと、私は必ずしもそう思っていません。要するに、男が仕

事で女が家事・育児という概念がまだまだ根強いんですね。その概念が本当に変わると

いうときが来るんだろうか、私は来ると思っているんですけども、ただ時間も相当かか

るだろうし、このデータを見ても分かるように男性は長期雇用で働くわけですよ。女性

は非正規雇用として働くケースが多いわけですが、非正規雇用になる最大の原因は家

事・育児分担の主たる担い手という問題が背景にあるからだと思います。では、それを

男も分担すればいいじゃないかという話になるんですが、現実には男性はその意識は低

いし、社会的にも「男は仕事」という見方が根強く浸透しています。この問題をクリア

するのはなかなか難しいですが、いずれにしてもなんとかしなければなりません。「い

つまでたっても女性は非正規雇用」でいいわけがありません。  

○大坪委員 はい、ありがとうございます。  

  あと、今のことについて、医療的な観点から一つ申し上げてよろしいですか。  

  介護のことで仕事を辞めなくてはいけないとか非正規に変わらなくてはいけないとい

う方もいると思うんですけれども、その背景に在宅推進が非常に進んでいるというのも

一つあると思うんです。もちろんこの在宅を推進するのは一つの意味ではいいんですけ

れども、逆に在宅にしなければいけない、それしかないみたいなふうになってしまうと

追い詰められてしまう方もいるんじゃないかなというのを危惧しているところです。な

ので、私は病院で療養病棟をやっているので長く患者さんをお預かりすることはあるん

ですけれども、そういった方々は安心して自分の生活をきちんと送ることができるとい

う利点もあります。なので、在宅だけがいいわけではなくて、施設や病院もバランスよ

く、希望がある方はちゃんとそこにたどり着けるようにすることも大事なんじゃないか

なというふうに思っています。お金が足りなくて施設に入れられないということもある

ので、介護のために仕事を辞めなくてはいけないとか苦しまなくてはいけないというと

ころを少し減らすようなことを東京都としてはお考えいただきたい。何もかもが在宅に

行けば全てが解決するというわけではないというところは私のほうからは申し上げてお

きたいと思います。  

  以上です。ありがとうございます。  

○鹿嶋座長 ありがとうございました。  
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  ほかにご質問、ご意見はあるでしょうか。どうでしょうか。  

  東京経営者協会の羽入田委員、よろしくお願いします。  

○羽入田委員 東京経営者協会の羽入田です。  

  私ども、働く人のための労働法等の改正のセミナーや、よりよい就業環境を整えるた

めのセミナーなどを行っている経営者側の団体でございます。今年、私ども、２０２５

年４月改正の育児・介護休業法に関するセミナーを２回開催したんですが、それで育児

のためのテレワーク導入の努力義務化とか、子の看護休暇、小学校就学の始期に達する

までだったのが小学校３年終了時までに延びたりとか、そういう柔軟な働き方を実現す

るための措置等の義務化が進んでいるということで、企業さんの関心も非常に高く、２

回実施して２回とも二百数十名の方にご参加いただき、その後も質問がたくさん来てい

るようでございます。東京都様のほうでも柔軟な働き方の普及と定着にかなり取り組ん

でいただいているようで、企業の方にとっても大変心強いんじゃないかと思っておりま

す。私どものほうでメールマガジン等をやっておりますので、こちらの方をＰＲして企

業様にお役に立つようなことがあったらぜひ協力したいと思っておりますので、よろし

くお願いします。  

  ほかに、今年、男性の育児休業を進める企業の好事例の紹介をするセミナーも予定し

ておりまして、こちらのほうもできるだけ私どもとしても普及に努めていきたいと思っ

ております。  

  以上、私どもの活動のご紹介だけでございますが、以上です。よろしくお願いいたし

ます。  

○鹿嶋座長 ありがとうございました。  

  ほかにご意見のある方はおられますか。  

  東京都看護協会の佐川委員、よろしくお願いします。  

○佐川委員 ありがとうございます。東京都看護協会の佐川と申します。  

  東京都看護協会は、看護職がスキルアップをすること、働きやすい環境づくりという

働きをしております。一方、公益社団法人ですので都民のための健康講座、子育て支援

事業なども行っております。子育て支援事業の中で小学校、中学校、高校からご依頼を

いただき、出前授業を実施しています。保健師、助産師、看護師が学校様に訪問し、小

学校、中学校には命の授業を、高校には、性感染症の予防やデートＤＶなどのテーマで

講義をしております。  
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  第１点ですが、６枚目のスライドで、計画の基本的な考え方と三つの柱という中の第

３の柱の中に配偶者暴力対策というテーマが出されておりますが、男性から女性への暴

力というのは必ずしも配偶者だけではなくデートＤＶなどもあります。内容が男女間の

あらゆる暴力の根絶とされておりますので、その内容を反映される形で何かテーマが考

えられるといいかなと思いました。  

  二つ目です。今、看護職の離職という状況があり、離職の要因には、先ほどのご説明

にもありましたように妊娠・出産を機に離職される方もいらっしゃいます。保育園を利

用する場合、都内の保育の待機率はかなり低くなっているようですが、保育の利用の仕

方、利用料も含めて、出産しても仕事が続けられる社会の仕組みとして保育園は大事か

と思います。待機率や利用料について質問をさせていただきたいのが二つ目です。  

  三つ目です。看護協会では今年度から集合で両親学級を開催し、沐浴実習や、お父さ

んの妊婦体験や、質問を受けています。その中で育児休業中のお父様が、どういうふう

に対応したら奥さんが楽になるか、出産後は赤ちゃんはすごく泣くので、こういう対応

をしたらいいんじゃないかというようなことをご説明しています。スライドの１５枚目

では妊娠・出産・子育てに対する取組の中でとてもたくさんされています。妊娠・出産

は行動変容がしやすい時期と思いますので、父親への働きかけもされているのかなと思

いまして、その質問でございます。  

 まとめますと、質問は、スライドの６の柱３の配偶者暴力の対策についてというテー

マについて、今後、内容に沿った形で検討されるのでしょうか、というのが１点目。  

  二つ目が、妊娠・出産を契機に退職される女性が多いので、保育の体制が十分になっ

ているのかどうかということ。  

  三つ目が、スライド１５について、育児休業中の男性の支援がこの子育て支援事業の

中で盛り込まれているのでしょうかということでございます。  

○鹿嶋座長 事務局の方で、回答はいかがでしょうか。  

○谷山福祉局子供・子育て支援部調整担当課長  福祉局子供・子育て支援部の谷山です。  

  最後の父親向けの支援というところが私どもが紹介させていただいた「とうきょうマ

マパパ応援事業」に入っているかといったご質問なんですけれども、こちらに関しまし

ては、この④の産前・産後サポート事業に、妊産婦や父親に対する相談支援ということ

があるんですけれども、この相談支援の中で出産や子育てに悩む父親に対する相談支援

を行う、そういった区市町村に対して支援を行ってございますので、妊娠・出産に当た
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りましては父親のほうも悩みを抱えるということに対する支援を実施しているというこ

とで、こちらが対応している事業になってございます。  

○佐川委員 ありがとうございます。  

○鹿嶋座長 その他の２つの質問についてはいかがでしょうか。  

○平澤男女平等参画課長  事務局の平澤です。まず、一つ目のご意見についてご回答した

いと考えております。  

  配偶者暴力の取組で、配偶者からの暴力に限らず支援をというところですけれども、

おっしゃっていただいたとおり、男女間のあらゆる暴力の根絶というところを目標に掲

げてございます。まだ若い方はそれ自体がＤＶに当たるものであるかということを認識

していない方も多くいますので、デートＤＶといった言葉の普及啓発ですとかそういっ

た取組は東京都としても実施をしております。また、若い方からの相談を受け付けると

いうところで、なるべく若い方でも相談しやすいようなＬＩＮＥでの相談を受け付ける

等の取組はしているところでございます。  

  柱としては、ここに書いてありました「男女間のあらゆる」という表現になってござ

いますが、個々の取組といたしましては配偶者からに限らず男女間の暴力というものを

根絶するというところは認識しているところでございまして、個々の取組は進めている

状況でございます。  

 また、出産を機に離職というところの流れの中で、保育に関してもそれが離職につなが

るようなことがあるのではないかという２つめのご質問があったかと思います。東京都

においても保育サービスというところで、幼稚園や認可保育園、認定こども園を利用す

るお子様を対象に無償化というような取組もしているところでございます。  

○鹿嶋座長 ありがとうございました。次の質問は、中小企業家同友会の田村さん、お願

いします。  

○田村委員 ありがとうございます。中小企業家同友会の田村と申します。よろしくお願

いします。会社は２０名ほどのＩＴ企業をしておりまして、キャリアコンサルタントも

しております。  

  本日の会議の全体的な感想なんですけれども、独身者、子供がいない人、それからシ

ニアの人たちについては男女共同参画はおいてけぼりなのかなというのを感じてしまい

ました。東京都の取組はたくさんやっていて、私もお世話になったり、とてもいいなと

いうふうに思っているんですけれども、同友会で取り組んでいることはちょっと時間が
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ないので割愛します。  

  私の観点だけお伝えすると、今、政府はジョブ型就労を支援していまして、就労とい

っても労働力の流動化を促進していますよね。そのために、私がいつもキャリアコンサ

ルタントとか経営者として感じているのは、政府はジョブ型を促進しているにもかかわ

らず、各都道府県というのは長期就労イコール正社員というのを促進しているんですね。

これはどういうことなのかなととてもとても考えてしまって、私一人ではとても考えら

れない問題なんですけれども、自分の立場とかそういうのをなくして考えて個人として

考えてみても、一番大切なのはどういうことかというと、男女ともにやっぱり自分のた

めのスキルアップの時間とか自分の健康を守る時間とか、とにかく自分を大切にする時

間の確保をすることがきっと長期就労とか収入のアップ、健康の維持に関わってきて、

それで心が豊かになり、男女共同参画、人に優しくという生き方ができるんだと思うん

ですね。  

  ですので、この会議で可能かどうか分からないんですけれども、もちろん今取り組ん

でいるデータも重要なんですけど、東京都に在住している、住んでいる人たちの男性、

女性の心理的な内容、彼らが何を考えていて今どういうものがはやっているのかとか、

家庭をつくることに対してどういう取組を東京都がしているのかとか、あるいは個人で

思っているのかとか、あと、そういうことを分析することによってどういうムーブメン

トをつくっていけばいいかというのがこの会議でのヒントになるようなことをつくれる

んじゃないかというふうに考えます。  

  もう一つ大きくあって、後半にＣＨＡＮＧＥの年次総会の話がありました。前半はど

ちらかというと企業ができる取組についての発表というか報告が多かったんですよね。

一方で、後半のＣＨＡＮＧＥについてはもっと生命の危機とか貧困問題とかがあるかも

しれない、生きることについてのお話だったんです。なので、後半のことも大切なこと

なので、私の前に発表された方がおっしゃっていましたけれども、貧困問題についても

日本の事例とか、スペインのもので出ていましたけどウエアラブルな機器、端末を相手

に持たせてというのを、そういった具体的な事例とかそういったものがもし日本である

んであればこちらの会議でご紹介していただくとか、そういったことで私たちのこの会

議に参加しているメンバーの思考が開いてもうちょっといい話ができるのではないかと

いうふうに感じました。  

以上でございます。  
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○鹿嶋座長 事務局の方で今のお話についてご意見はありますか。  

○平澤男女平等参画課長  事務局の平澤です。ご意見、ありがとうございます。  

  今回に関しましては、その計画の中でライフ・ワーク・バランスというところに着目

をして報告をさせていただいたところではございますが、いただいたご意見はおっしゃ

るとおりかと思いますので、今後のＴＯＫＹＯ会議のテーマの選定などについてはご意

見を生かしていきたいというふうに考えてございます。ありがとうございます。  

○鹿嶋座長 ありがとうございました。  

  次に大沢委員、お願いします。  

○大沢委員  

   

 皆さんのご意見は非常に多岐にわたっていて、興味深く拝聴見させていただきました。

また、今日のお話のなかで、特に産業労働局がされている柔軟な働き方を推進するため

の試みは非常に重要なものだと思いました。  

  皆さんもおっしゃったように、今回、ライフ・ワーク・バランスの実現ということで

Ｍ字カーブとかＬ字カーブとか女性の非正規の問題が注目されています。性別役割分業

を変えることが大切だというのはそのとおりだと思うのですけれど、もう少し視点を変

えて見ることも必要かなと思いますいう。  

  先ほど独身者の視点も必要ではないかというお話がありましたけれど、出生率の低下

には結婚しない若者の増加があります。内閣府でも研究会が立ち上がっていて、  

なぜ若者が結婚しなくなっているのかについて議論しています。東京都でもその点につい

ても今後ディスカッションをする必要があるのではないかと思います。  

  同時に、今回出されたデータがちょっと古いことが気になりました。労働力調査。令

和２年度の調査結果が対象になっていましたけれど、コロナ後、（女性労働にも）変化

が見られ、継続就業も増えていて、正規雇用で継続する女性が増えているというデータ

が出てきています。そこら辺については今後データのアップデートが必要だと思います。 

  ３点目なんですけれど、なぜ女性が仕事を辞めるのか、性別役割分業もあると思うの

ですけれど、同時に活躍させてもらっていない。初期のキャリア形成で男女差がかなり

あって、管理職になれるような仕事に配属されるのは男性が多く、女性はまだまだ補助

的な仕事についているという状況があります。この点について、職場における女性差別

をなくしていくという観点からライフ・ワーク・バランスの実現を考える必要があるの
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ではないかと思います。ここら辺も検討していただきたいと思いました。  

  それと、セクハラの問題です。これはあまりデータでは出ていないのですけれど、実

はセクハラ問題が職場で頻出していると聞いております。スタートアップを目指す女性

起業家に対してもそうですけれど、同時に女性社員に対してもセクハラ問題が出てきて

います。このあたりの調査も必要だと思います。特に重要なのが、日本ではセクハラを

軽く考えている風潮があるということなんですね。しかしこれは暴力であって、個人の

性の自己決定権を侵害する人権侵害であるという視点から、考える必要がある。そのた

めに、仕事を辞めてしまう人たちが私の分析したデータでは２５％います。それだけで

はなくて、生涯にわたって精神的な影響を受け、苦しんでいます、これは多分バルセロ

ナの会議とも通じるところがあると思うので、ぜひ第１の柱にセクハラの問題を入れて

いただけたらと思います。  

  あともう一つ、最後です。日本の男女間賃金格差は非常に大きいんですけれど、その

要因の一つは、高い賃金が得られる職に女性がいない、高学歴化が進んでもそこ（高収

入の仕事）には女性が就けないので、むしろ男女間賃金格差は拡大してしまうという現

象が起きています。それをどうやって解消するかということですけれど、学校教育にま

で遡ってその原因を取り除く必要があって、学校教育の中で例えば女性が理系に行くこ

とは推進されていないし、両親も女の子には理系に進学するようなアドバイスはしてい

ない。つまり社会規範そのものが非常に古く、男らしさ、女らしさにとらわれたものに

なっていることが、結果的には私たちが性別役割分業を超えてライフ・ワーク・バラン

スを実現することを難しくしていて、男女の賃金格差を拡大している。この問題をここ

で取り上げるかどうかは別として、やはり東京都がこの問題にも着手して今後の男女平

等参画推進を進める必要があると考えています。  

  以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○鹿嶋座長 ありがとうございました。  

  事務局から追加のご意見はありますでしょうか。  

○池野谷女性活躍推進担当課長  東京都の女性活躍推進担当課長、池野谷です。  

今女性の理系分野への進出についてお話などが出たので、それに関連しまして１点、

私のほうから東京都の事業をご紹介させていただきたいと思います。  

  東京都では今オフィスツアーというのを行っておりまして、端的に言いますと、女子

中高生を集めまして、ＳＴＥＭ分野、いわゆるサイエンス、テクノロジー、エンジニア
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リング、マセマティックスという理系分野のお仕事には、どういうものがあるのかとい

うのを、オフィスを実際に回ったり、そのような分野に進んだ女性社員の話を聞いて将

来の選択肢を広げていただくというような事業でございます。  

  今年の夏休みに１０社回ったんですけれども非常に好評をいただいておりまして、大

体定員、１社当たり４０名に対して４００～５００名ですとか１０倍を超えるような応

募をいただきました。なので、肌感覚としては非常に今の女子中高生は、「理系分野に

進んだらどのような将来なるんだろう」という関心が高いなということは感じました。

実際に回っていただきまして、そういったエンジニアなど女性社員に聞くと、非常に皆

さん目をきらきら輝かせて、「どういうキャリアプランを自分は将来描けるんだろう」

とか、「子供を出産してその後も働けるんでしょうか」とか、「ステップアップしてい

くために私には何が必要でしょうか」とか、非常に熱心に聞いていらっしゃる姿が見ら

れました。なので、この分野というのは今後も東京都としても力を入れて取り組んでい

くべき分野というふうに考えております。  

  以上でございます。  

○鹿嶋座長 ありがとうございました。  

では最後に私から発言させていただきます。  

  皆さんから意見がたくさん出ましたのでほとんどないんですが、やはり今年もジェン

ダーギャップ指数に関する指摘がありました。日本のジェンダーギャップ指数は、１４

６か国中１１８位。去年が１２５位だったから少しはよくなったんじゃないかというよ

うな声もあるかもしれませんが、そうではない。さらにその前年は１１６位。要するに、

日本は政治・経済分野の女性参画離れという傾向がまだまだ顕著だということです。政

治・経済分野の女性参画離れは具体的に何が原因かというと、これも古典的な性別役割

分担意識の影響なんですね。政治に参画するのは男だとか、経済の中心とも言うべき存

在も男だとか、そういうような以心伝心めいたものがあって、むろんそういう教育がな

されているわけではないけれども、子供の頃からそうした考えに洗脳されてしまうので

はないか、と考えています。  

  今日も議題になっていましたが、固定的性別役割分担の解消をどう図るのかというの

は大変大きな課題だけに、これについて私どもはもう少ししっかり考えていく必要があ

ると思います。この問題を提起していると、何だ、毎年同じかと言われるかもしれませ

んけれども、なかなか解決には至らない難しいテーマだという認識で、皆さんの意見を
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聞いていました。以上、議事が終わりましたので、ここから先は事務局に進行等を戻し

ます。皆さん、どうもありがとうございました。  

  

○宮本男女平等参画担当部長  鹿嶋座長、ありがとうございました。  

  本日、委員の皆様から頂戴いたしましたご意見等は、当関係機関で構成される推進会

議におきまして共有をいたしまして、各施策の参考にさせていただきます。  

  本日は長時間にわたりありがとうございました。今後とも何とぞよろしくお願い申し

上げます。  

  以上で閉会いたします。ありがとうございました。  

（午前１１時５３分 閉会） 

 


